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長期脱炭素電源オークションの概要について

２０２３年３月２８日

電力広域的運営推進機関

報告事項



2目 次

■容量市場の概要

※長期脱炭素電源オークションは容量市場の一部であるため容量市場全体をご説明

■長期脱炭素電源オークションの概要



3容量市場の概要 将来の供給力（kW）確保の仕組み

◼ 実需給4年前に、4年後の必要供給力（kW）を算定し、電力を供給可能な状態にできる電源等を、
電力広域的運営推進機関（以下、広域機関）がオークションにて募集（単年度契約）

◼ 発電事業者等により入札された電源等は、入札価格の安い順にシングルプライスオークションで約定

◼ 落札した発電事業者等は、実需給断面で供給力（kW）を提供することを条件に、その対価の容量確
保契約金額を広域機関より受取。その費用は広域機関が小売事業者から回収

◼ 各小売事業者はその供給力確保にかかる費用を、小売需要のシェアに応じて負担※（広域機関に支
払）

X＋α
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オークションの開催 容量確保の対価の流れ(4年後)

0円
/kW

A円
/kW

B円
/kW

C円
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X円
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広域機関
入札価格の安い電源から落札
(シングルプライスオークション)

広域機関
入札 4年後

小売事業者等:容量確保の対価を負担

調達量（必要量）

容量拠出金を支払

(調整力として
余力を活用)

容量確保金額を受取 (X円/kW)

発電事業者等:供給力（kW）を提供

※電気事業法第二条の十二に定める供給能力確保義務を達成するための手段の位置づけ



4容量市場の概要 電気の取引

【電気の取引取引のイメージ】

◼ 電力量（kWh価値）は従来通り、相対取引または卸電力市場を通じて、発電事業者と
小売事業者の間で取引

◼ 容量市場では、電力を供給可能な状態とする供給力（kW価値）について広域機関を通
じて取引

◼ この供給力確保にかかる費用は容量拠出金として、小売事業者が負担（ただし、調整力を
確保する一般送配電事業者等も一部負担）

電力量（kWh）
は従来通り相対取
引または卸電力市
場を通じて取引

容量（kW）は容
量市場にて広域機
関を通じて取引



5長期脱炭素電源オークションの概要 【背景】

◼ 第6次エネルキー基本計画を踏まえ、脱炭素化等に向けて取り組む中、安定供給を確保す
るための構造的な対策として、短期・中期・長期の各対策が国の審議会で示されている

◼ その中で長期の新規電源投資の促進策として、新たな投資電源に対し長期固定収入を確
保する仕組みの導入を検討

第35回電力ガス
基本政策小委員
会資料より



6長期脱炭素電源オークションの概要 【仕組み1/2】

◼ 市場動向に左右され予見可能性が低いとの電源投資の課題への対応として、投資促進を目
的として長期間の固定収入を確保する制度措置（長期脱炭素電源オークション）を導入

◼ オークション方式はマルチプライス方式で、電源の固定費水準の容量収入が原則20年間得ら
れる仕組みとし、他市場からの収益は可変費に充て、可変費を超過する分は還付する仕組み

◼ 容量市場の一部と位置付けられ、調達にかかる費用は容量市場と同様の仕組みで賄われる

固定費 可変費

固定費水準の容量収入（入札価格 ⇒ 落札価格）

他市場からの収入

落札価格の容量収入を原則20年間得る

②収入の期間

入札

X＋α年X年

建設
運転開始

運転建設 廃止
時間

建設費用、
維持費等

収入

収入は市場動向に左右され
予見可能性が低い

①投資判断時に
収入の水準を
確定させたい

②投資判断時に長期間の収入を確定させたい

金額

〈電源投資の課題〉

〈投資判断に必要な要素〉

広域機関
脱炭素電源への新規投資を対象とした入札を実施し

落札電源・落札価格を決定する

応札

〈落札電源の収入〉
①収入の水準

（※）本制度での収入＝落札価格－還付する収益

〈新制度のイメージ〉

※電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会資料より

事後的な還付（他市場からの収入－可変費）



7長期脱炭素電源オークションの概要 【仕組み2/2】

◼ 目的、対象電源、要件、実施時期、募集量は以下のとおり ※一部検討中

脱炭素電源の投資支援 緊急の電源投資支援

目的
計画的な脱炭素電源投資による安定供給と脱炭
素化の両立

緊急の電源投資支援による安定供
給の確保

対象電源
①脱炭素電源の新設・リプレース
②既設の火力発電所を脱炭素電源に改修するた
めの投資

LNG火力の新設・リプレース
※2050年までに脱炭素化することが前提

主な要件
・水素混焼やアンモニア混焼、2050年までの脱炭
素化が条件
・電源種毎に実態に応じ運転開始期限を設定

・2050年までの脱炭素化が条件
・落札から6年以内の運転開始を条
件

実施時期
2023年度～
（対象実需給年度は2027年度以降）

2023年度～2025年度
（対象実需給年度は2027年度以降）

募集量 2023年度：400万kW／年 3年間で600万kW



8長期脱炭素電源オークションの概要 【広域機関の役割・スケジュール】

制度の枠組み
整理

制度の枠組み（運用内容・導入対応の反映）

制度の詳細検討
（運用内容・導入対応）

現在

募集要綱・約款の作成
事業者の業務マニュアル作成
規定類・ルール等の改定

要件定義書の作成・システム化
運用マニュアルの作成

～2022年８月

・事業者周知
・説明会
・オークション登録
・審査
・応札
・約定
・公表

制度検討作業部会審議
制度検討作業部会審

議、意見募集など
事業者説明会、
オークション 等

◼ 本制度は、電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会において制度設計について議論
され、第八次中間とりまとめ（2022.10.3）にて制度概要を整理

◼ その中で、本制度措置は容量市場の一部として位置づけられることから、現行容量市場の運
営主体である広域機関が運営主体とされている

◼ また、現在も制度の詳細検討が進められており、今後、募集要綱等の作成を進め、2023年
度中のオークション実施を目指し、各種準備を進めている

～2023年3月 2023年度末

持続可能な電力
システム構築小
委員会にて制度
措置を検討

制度作業部会 第8
次中間とりまとめ
（2022.10.3）にて
制度概要をまとめ
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以 上



10（参考）制度詳細 1/2

◼ 【対象】・・・CO2の排出防止対策が講じられていない火力を除く、あらゆる発電所・蓄電池の
新設案件やリプレース案件への新規投資

◼ 【募集量】・・・スモールスタートを基本

➢ 初回オークションにおける脱炭素電源の募集量は、年間400万kW

➢ LNG火力を対象にした緊急の電源投資支援の募集量は、初回オークションから3年間で合計600
万kW

◼ 【調達方式】・・・価格競争方式、マルチプライスオークション

◼ 【建設リードタイム】・・・電源種毎に供給力の提供開始を求める期限を設定

➢ 太陽光5年、風力・地熱8年、水力12年、水素・アンモニア・バイオマス・混焼LNG・CCS火力・混
焼・専焼改修11年、原子力17年、蓄電池4年、LNG6年

◼ 【適用期間】・・・全電源種共通、実際の供給力開始から20年リクワイアメントを課す

※電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会資料より



11（参考）制度詳細 2/2

◼ 【入札価格】・・・建設費・系統接続費・廃棄費用、運転維持費、事業報酬（資本コスト）
等で入札価格を参加者が設定。電源種ごとに上限価格を設定（下図参照）

◼ 【還付】・・・入札時の他市場収益をゼロと設定し、実際の他市場収益の一部を還付させる

◼ 【容量拠出金の負担】・・・現行容量市場と同様（小売、一般送配電、配電）

＜入札価格の設定方法のイメージ＞

費用 固定費 可変費

入札額
（本制度からの固定収入）

実績収入

事後的な還付

実際の他市場収益

※制度側で設定する他市場収益
（０）

実際の卸市場等からの収入

上限価格

電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会資料より

＜上限価格＞

第73回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会 資料8「長期脱炭素電源オークションについて」より一部抜粋


